
特養 入所点数 自己採点シート
大阪府・兵庫県 対応 / 申込は早い者順やのうて「必要性の点数順」です 提供：酔いどれ ／ デジタル時代の終活

まいど、酔いどれです。特養の入所は「必要性の高さを示す点数」で順番が決まります。下の3つの要素を足すだけで、

ご自身やご家族のおおよその点数が出せます。同じ条件でも府県で点数の付き方が違うので、大阪府と兵庫県の両方を書

き込めるようにしました。

使い方
①各STEPで自分に当てはまる行に ✓ → ②その点数を「あなた」欄に記入 →
③STEP1〜3（＋大阪は地域加算）を合計

1 介護の必要の程度（要介護度）

区分 大阪府 兵庫県 ✓ あなた

要介護5 50 50 □
要介護4 40 45 □
要介護3 30 40 □
要介護2 20 20 □
要介護1 10 10 □
※大阪府の要介護1・2は「特別入所対象者」が対象。兵庫府の1・2は認知症等の有無にかかわらず同点。

2 家族・介護者の状況

大阪府

区分 大阪府 ✓ あなた

単身世帯 10 □
高齢者のみ世帯で、介護者が要支援以上 5 □
その他の世帯 0 □

兵庫県（当てはまる中で最も高い点を1つ）

区分 兵庫県 ✓ あなた

身寄りや介護者が誰もいない 20 □
主たる介護者が病気等で長期入院 20 □
主たる介護者が高齢・障害等で介護が困難 ※ 15 □
複数の要介護者がいて介護負担が大きい ※ 15 □
主たる介護者が就業・育児で介護が困難 ※ 10 □
その他の理由で介護が困難（住環境の問題等） 5 □
※印が2つ以上当てはまる場合の合計 20 □

3 介護サービスの利用状況

大阪府

区分 大阪府 ✓ あなた

利用率 80％以上 35 □
利用率 60％以上 80％未満 30 □
利用率 40％以上 60％未満 25 □
利用率 20％以上 40％未満 20 □
利用率 20％未満 15 □
施設入所者等の在宅サービスのみなし利用率（40〜60％未満） 25 □

兵庫県：在宅サービスの利用状況

区分 兵庫県 ✓ あなた

8割以上 30 □
6割以上 8割未満 25 □



区分 兵庫県 ✓ あなた

4割以上 6割未満 20 □
2割以上 4割未満 15 □
2割未満 10 □

兵庫県：施設サービスの利用状況（上記に加算）

区分 兵庫県 ✓ あなた

2年以上 15 □
1年以上 2年未満 10 □
6か月以上 1年未満 5 □

＋ 地域による加算（大阪府のみ）

区分 大阪府 ✓ あなた

施設と同一市町村内に居住 ＋5 □
同一老人保健福祉圏域内、または隣接市町村内に居住 ＋3 □

合計点 大阪府 点 兵庫県 点 ※あくまで目安です

記入例とご注意

私の義母のケース（要介護5・施設入所中・単身）

大阪府： 要介護5（50）＋ 単身世帯（10）＋ 在宅サービスみなし利用率（25）＋ 同一市町村内（5） ＝ 合計 90点

兵庫県： 同じ条件でも評価方法が違い、 ＝ 合計 85点（大阪府より5点少なくなります）

同じ人でも、住む府県や申し込む府県によって点数は変わります。だからこそ、自分の府県の指針で計算しておくことが大
事です。

大阪府・兵庫県以外にお住まいの方へ

点数の仕組み（①要介護度 ②家族・介護者の状況 ③サービスの利用状況）はどの府県も共通です。各府県で配点が異なる

だけなので、上のシートを下じきに、お住まいの府県の公式指針で置き換えて計算してください。

京都府 京都府指定介護老人福祉施設等 入所指針

滋賀県 特別養護老人ホーム 入所ガイドライン

和歌山県 和歌山県指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）入所指針

奈良県 特別養護老人ホームの入所について

各府県のリンクは記事にまとめています。検索する場合は「（府県名） 特別養護老人ホーム 入所指針」で見つかります。

! 必ずお読みください

・ 点数・基準・制度は改定されることがあります。申し込みの際は、必ず各自治体の最新の公式指針をご確認ください。

・ 申し込んだ後に、本人の状況や世帯の状況が変わると点数も変わります。変化があったら施設・自治体へ必ず連絡してくだ
さい。

・ このシートはおおよその目安です。最終的な評価は各施設・自治体が行います。

出典： 大阪府指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等入所選考指針 ／ 兵庫県 介護老人福祉施設・入所コーディネートマニュアル

まいど、酔いどれです。最後までおおきに。

デジタル時代の終活 d-endingnote.com ／ note.com/@yoidoreo


